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／7問 

（   ）回目 

次の（    ）に当てはまる言葉をそれぞれ書きましょう。 

 

１ 消費者には、自分の意思と判断で適切な商品を選び出し、購
こう

入
にゅう

することができる権利がある。このことを（①     ）と  

いう。 

 

２ 商品を販売
はんばい

しながら会員を勧誘
かんゆう

すると手数料が得られるとし、

消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく

悪質商法を（②       ）という。 

 

３ 注文していない商品を勝手に送りつけ、その人が断らなければ

買ったものと見なして、代金を一方的に請
せい

求
きゅう

する悪質商法を

（③           ）という。 

 

４  2004 年 、 そ れ ま で の 消 費 者 保 護 基 本 法 が 、

（④        ）に改正された。 

 

５ 欠
けっ

陥
かん

商
しょう

品
ひん

で消費者が被
ひ

害
がい

を受けたときの企
き

業
ぎょう

の責任について

定められた法律を（⑤         ）という。 

 

６ 契約
けいやく

上のトラブルから消費者を保護するため、2000年に定めら

れた法律を（⑥        ）という。 

 

７ 2009 年、（⑦     ）が設置され、それまでさまざまな省

庁に分かれていた消費者行政が一元化された。 

【解答】 

 

① 消
しょう

費
ひ

者
しゃ

主
しゅ

権
けん

 

 

 

 

② マルチ取引
とりひき

 

（マルチ商
しょう

法
ほう

） 

 

 

③ ネガティブ・オ

プション 

（送りつけ商法） 

 

④ 消
しょう

費
ひ

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 製
せい

造
ぞう

物
ぶつ

責
せき

任
にん

法
ほう

 

（ＰＬ法
ほう

） 

 

 

 

 

 

⑥ 消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう

 

 

 

⑦ 消
しょう

費
ひ

者
しゃ

庁
ちょう

 

 

消費者にはどのような権利があり、どのよう

な保護を受けているのかをおさえておこう。 

き よ 


